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Ｓａｐｐｏｒｏ ＰＲＯ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｍａｒｋｅｔ売買開始(市場開設)日の決定 

及び売買開始(市場開設)に伴う関連規則への追記について 

 

 

本所は、プロ投資家※向け株式市場として開設予定である「Ｓａｐｐｏｒｏ ＰＲＯ Ｆ

ｒｏｎｔｉｅｒ Ｍａｒｋｅｔ」について、以下のとおり当該株式市場での売買を開始

（市場開設）することといたしました。 

また、これに合わせて、２０２６年３月１９日に施行しました関連規則において、売買

開始（市場開設）日を追記いたします。 

※ プロ投資家 

金融商品取引法で定められる投資家の区分で、知識・経験・財産の状況から金融取引に

係る適切なリスク管理を行うことが可能と認められる機関投資家などのことをいう。 

 

 

記 

 

１ 売買開始（市場開設）日時 

 ２０２６年６月３０日(火) 午前９時 

 

２ 改定関連規則 

 ⑴ 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例 

 ⑵ 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則 

 ⑶ 特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例 

 ⑷ 特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則 

 

 

以 上 

 


